
令和 8 年 5 月 18 日より適用 

非農地証明願に係る添付書類 

 

チェック 添付書類 備考 

↓必ず必要なもの↓ 

 登記事項証明書（全部事項証明書

に限る） 

※石岡市役所内の「石岡法務局証明サー

ビスセンター」で取得可能 

・3 ヶ月以内に発行された原本 

・コピー不可 

・登記情報提供サービスにより発行されたものは不可 

 
公図 または 地番図 

・地番図は本庁税務課で発行可能 

 
20 年以上前の航空写真 

・一般財団法人日本地図センターにて発行可能（有料） 

電話：029-851-6657 ※発行までに数日かかります。 

 
現況写真 

・申請地の面積や形状等により数枚程度撮影し、土地の境界がわ

かりにくい場合には境界線を入れること 

↓場合によって必要なもの↓ 

 

委任状 

・行政書士が書類の作成・提出等を行う場合に必要 

※法律に定めがある場合を除き、書類の作成・提出等の代行がで

きるのは行政書士のみです。 

・押印が必要 

 建物の登記事項証明書 または 

課税証明 

・申請地に建物がある場合に、上記「20 年以上前の航空写真」の

代わりとして提出することが可能 

 

住民票（抄本） 

・願出人の住所地が小美玉市外の場合に必要。 

（市内在住の場合は不要） 

・3 ヶ月以内に発行された原本 

※やむを得ない事情により写しを提出する場合、願出人本人の名

前で原本証明を付すること。 

（原本証明の例） 

この住民票の写しは原本と相違ないことを証明する 

令和 年 月 日 [名前] ○印 

 

戸籍の附票 

・願出人の現在の住民登録上の住所地と登記事項証明書に記載

の住所地が違う場合に必要 

・本籍地の市区町村役場で取得可能 

 土地改良区の意見書の写し 

または 

申請時に意見書が添付できない場

合は、申請していることがわかる

書類の写し 

・申請地が土地改良区の受益地に該当している場合に必要。 

・申請地によっては意見書が出るまでに時間がかかるので、早め

に手続きをしてください。 

石岡台地土地改良区 電話：0299-22-2010 

玉里土地改良区    電話：0299-58-4847 

 その他農業委員会が必要と認める

書類 

 

！注意！ 
登記地目の変更が完了するまでに、土地の現況は変えないでください。非農地証明願が発行できなかったり、登記地目

が変更でなくなる場合があります。 

 

※書類が不足しているものがある場合は下記問い合せフォームより提出可能。（原本でないといけないものは窓口へ直接

持参または郵送してください） 

https://logoform.jp/f/8iqCR 


